


命保険協会は、1908（明治41）年の発足
以来、明治、大正、昭和、平成、そして令和

と5つ目の時代を迎えております。
　生命保険業界はこれまで、相互扶助の理念で一
貫してお客さまに安心を提供し、長きにわたりお客
さまからの信頼をいただいてまいりましたが、新し
い時代においても社会保障制度の一翼を担う社
会基盤として、お客さまからの信頼を獲得し、社会
に役立つ業界であり続けるよう各種取組みを着実
に進めていくことが、生命保険業界の社会的責任

（Social Responsibility：SR）であると考えます。

　生命保険協会は、お客さまの最善の利益を追求
していく「顧客本位の業務運営」を徹底していくこ
とが重要と考えております。
　その一環として、昨年9月に、顧客本位の業務運
営に向けた生命保険各社の体制や取組みについて
幅広く情報収集する全社アンケートを実施しました。
アンケートを報告書として取りまとめ、生命保険各
社へフィードバックすることで、顧客本位の業務運
営の高度化を後押ししております。
　また、外貨建て保険の苦情縮減に向け、生命保
険募集人が外貨建て保険の特徴やリスク等を踏ま
えたうえで、丁寧かつ十分な説明を行うことができ
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るよう、「外貨建保険販売資格試験」を追加創設す
ることを2月に決定し、10月の導入に向け準備を
進めております。
　加えて、代理店手数料の評価基準に代理店の業
務品質を加える取組みについて、「代理店業務品
質のあり方等に関するスタディーグループ」を4月
に設置し、議論を開始しております。

1. 新しい時代の生命保険の役割の発揮

　人生100年時代と呼ばれる超長寿社会が到来
し、生命保険が社会に貢献できる領域がますます
拡がっていく中、これからの新しい時代において生
命保険業界に期待される役割を検討・整理した「人
生100年時代における生命保険業界の役割に係
る報告書」を4月に公表いたしました。
　また、デジタライゼーションが急速に進展する中、
生命保険業界全体のデジタル化の底上げを図るべ
く、欧米主要国や中国における保険業界の先端技
術の活用事例等を調査し、昨年11月に生命保険
各社に情報提供しております。

2. 次世代教育への貢献
　
　今後、中学校学習指導要領が改訂され、中学生
が民間の保険等について学ぶ機会が増えることを
踏まえ、小学生向けまんがコンテンツ「みんなを支
える生命保険～生き方と自助のひみつ～」を4月に
作成し、全国の小学校や公立図書館等に寄贈した
ほか、デジタル版を生命保険協会のホームページ
で公開しております。
　また、高校生や大学生が参加する日本最大級の
ビジネスコンテストに協賛し、昨年から今年にかけ

て「保険×デジタル」をテーマに新しい保険商品や
サービスを考えてもらう活動を行い、若者が保険
に触れる機会を増やしております。

3． 新型コロナウイルス感染症への対応

　生命保険協会では、新型コロナウイルスの感染
拡大を受け、対策本部を立ち上げ、保険料払込猶
予期間を最長6ヶ月延長する特別取扱いや、ホテ
ルや自宅等で療養を受けられた方々に対して入院
給付金をお支払いする際のガイドラインを作成し
ました。また、医療現場の最前線で対応に尽力さ
れている医療従事者等への支援として総額10億
円の寄付を実施しました。

　こうした取組みの他にも、お客さまからの信頼を
維持し、生命保険業界が健全に発展していくため
の基盤整備にも、継続して取り組んでおります。
　消費者団体等との意見交換会に関しては、年間
100回以上開催し、いただいた貴重なご意見を生
命保険各社にもフィードバックしております。
　税制面においては、国民の皆さまが必要とする
多様な生活保障の準備を支援・促進するため、生
命保険料控除制度の拡充を引き続き要望しており
ます。
　また、生命保険業界の気候変動対応の底上げ
を図るべく、「はじめての気候変動対応ハンドブッ
ク ～生命保険業界への影響と考えるべきこと～」
を昨年11月に公表いたしました。
　こうした生命保険協会の様々な活動をより多
くの方々にお知らせするために、この「SR報告書
2020」を発刊いたしました。生命保険協会は、お
客さまからの信頼を獲得し、社会に役立つ業界で
あり続けるために弛まぬ努力を続けてまいります。

2020年6月

新時代における希望あふれる
安心社会の実現に向けた取組み2
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わが国における生命保険業の健全な発達及び信頼性の維持を図り、
もって国民生活の向上に寄与することを目的として、次の事業を行っています。

1908（明治41）年 生命保険会社協会、
  社団法人として認可を得て発足

1942（昭和17）年 生命保険統制会を設立し、
  生命保険会社協会を生命保険集会所と改称、
  業務の大部分を生命保険統制会に移管

1945（昭和20）年 生命保険統制会を解散、
  生命保険中央会を設立して管掌事務を移管。
  生命保険集会所の名称を生命保険協会と改めて再発足し、
  生命保険中央会からの事務を継承

2008（平成20）年 生命保険協会創立100周年（12月）

2014（平成26）年 一般社団法人へ移行（4月）

2018（平成30）年 生命保険協会創立110周年（12月）

目的と事業

❶生命保険事業に関する情報提供及び理解促進に関する事業
❷生命保険に関する相談、苦情対応及び紛争解決に関する事業
❸生命保険事業の適切な運営を確保するための制度及び施策に関する事業
❹社員会社等の職員に対する教育及び研修に関する事業
❺生命保険の理論及び実務等に関する調査研究に関する事業
❻関係官庁、関係機関その他に対する意見の表明等に関する事業
❼社会的責任を遂行するための事業
❽その他本協会の目的を達成するため必要と認めた事業

  1898（明治31）年 生命保険会社談話会を設立

  1905（明治38）年 談話会を生命保険会社協会に発展的に改組

生命保険協会の概要

沿　革

本報告書は、特に記載がない限り、2019年4月から
2020年3月までの活動を記載しております。

「SR報告書2020」の対象期間
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顧客本位の業務運営の一層の徹底に向けた取組み
1. 全社アンケートによる顧客本位の業務運営の高度化に資する取組みの共有
2. お客さまの声・苦情情報等の活用高度化
3. 外貨建て保険に関する苦情縮減に向けた取組み
4. 代理店業務品質向上に向けた取組み

新時代における希望あふれる安心社会の実現に向けた取組み
1. 新しい時代の生命保険の役割発揮
2. 次世代教育への貢献

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応
1. 特別取扱いの実施
2. 対面営業の自粛と非対面サービスの拡充
3. 対策ガイドラインの策定
4. 感染症対策への支援 ～１０億円の支援金寄付～

コラム:生命保険の仕組みと役割

適切な業務を行うための枠組み
1.	行動規範および行動指針の制定
2.	自主ガイドラインの策定   
3.	消費者団体等との意見交換会  
4.	自主ガイドラインのPDCAによる経営品質の向上

生命保険事業の発展に向けた活動
1.	税制改正の要望
2.	国際的な保険監督基準等の策定に向けた意見表明 
3.	国際保険協会連盟や国際会議への参画

適切な保険募集等の徹底
1.	生命保険募集人の登録と業界共通教育制度 
2.	生命保険募集人の継続教育制度
3.	その他の試験の運営

生命保険に対する適切な理解の促進
1.	全世代対応型パッケージの提供
生命保険文化センターとの連携活動

安心をお届けするための活動
お客さまの苦情・紛争の解決支援
1.	生命保険相談所での相談・苦情への対応
2.	生命保険相談所での紛争の解決
3.	外部有識者からなる裁定諮問委員会の設置
4.	苦情の分析・情報提供

安定的な生命保険事業の確保
1.	災害等の発生に備えた態勢整備
2.	対策本部の設置による各種対応
3.	被災されたお客さまをサポート

適切性や健全性の維持
1.	モラルリスクや特殊詐欺への対応
2.	反社会的勢力への対応
3.	マネー・ローンダリングに関する対策

生命保険に関する情報発信	
1.	生命保険の基礎知識の解説や生命保険各社の商品紹介
2.	業界統一のディスクロージャー開示基準の制定
3.	ディスクロージャー 虎の巻の作成
4.	生命保険事業概況等の統計資料の公表

環境や社会への貢献
環境問題等に関する取組み
1.	低炭素社会実行計画と
 循環型社会形成自主行動計画
2.	気候変動に関する対応
3.	ESG投融資の推進

子育て・介護・健康等に関する取組み
1.	子育てと仕事の両立支援に対する助成活動
2.	介護福祉士養成給付型奨学金
3.	保育士養成給付型奨学金
4.	生命保険協会留学生給付型奨学金
5.	健康増進啓発活動
6.	元気シニア応援団体に対する助成活動
7.	読み聞かせによる“家族のきずな”推進活動

地方協会によるCR活動
1.	福祉巡回車の寄贈
2.	献血活動
3.	障がい者支援
4.	その他の活動

生命保険事業の
基盤整備と発展に向けた活動

活 動 報 告

特  集

生命保険協会の組織図
加盟会社一覧

生命保険相談所一覧 
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1
POINT

顧客本位の業務運営の
一層の徹底に向けた取組み1
生命保険各社の顧客本位の業務運営の高度化を後押
しするため、様々な施策を行ってまいりました。

　生命保険業界が将来にわたって社会の役に
立ち続けていくためには、生命保険各社がお客
さまニーズに寄り添い、お客さまの最善の利益
を追求していく顧客本位の業務運営を徹底して
いくことが何よりも重要です。
　生命保険各社の顧客本位の業務運営の高度

化を後押しするため、アンケートにて生命保険
各社の顧客本位の業務運営に向けた体制や取
組みについて、幅広く情報収集を行い、アンケー
ト結果から得られた気づき等を報告書に取りま
とめ、生命保険各社にフィードバックを行いまし
た。

生命保険各社の体制や取組みを報告書としてフィードバック

全
社
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
顧
客
本
位
の

業
務
運
営
の
高
度
化
に
資
す
る
取
組
み
の
共
有

特集

報告書の概要

お客さまニーズに沿った募集を
徹底するための取組み

契約後のお客さまへの
アフターフォロー体制

募集人の質を向上するための工夫

苦情管理体制や内部通報制度等

●募集人以外の第三者による意向確認
●高齢者へのより丁寧な対応
●外貨建て保険に関する取組み

●アフターフォロー方法の強化や徹底
●契約見直し制度等

●募集人教育における工夫
●募集人評価や代理店評価のあり方

●苦情が発生した後の対応
●社外の声を取り入れる取組み

1
2
3
4

総括と今後の対応

顧客本位の業務運営に向けた体制整備に関しては、生命保険各社が自社の状況を踏まえ
たうえで、様々な取組みを行っていることが確認できました。一方、顧客本位の業務運営は、
一つひとつの制度やルールに依拠するものではなく、それぞれの制度やルールが有機的に
結びつき、補完し合って、全体として機能するものです。また、取扱商品や販売チャンネル特
性等、ビジネスモデルも踏まえた運用がなされてこそ、効力を発揮するものです。
顧客本位の業務運営にゴールはなく、常に現状を改善していく不断の取組みです。引き続き、
業界全体で顧客本位の業務運営の高度化に努めてまいります。
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3

2

POINT

POINT

　2020年4月に生命保険各社の顧客本位の
業務運営の高度化を後押しするため、生命保険
各社の役員層で構成する「お客さま本位推進会
議」を新設しました。生命保険協会に寄せられる

お客さまの声・苦情情報等の把握・分析機能の
強化や、生命保険各社の経営層へのフィードバ
ック機能の強化に取り組んでまいります。

お客さま本位推進会議を新設

お客さま本位推進会議の目的

生命保険協会に寄せられたお客さまの声・苦情情報等（消費者の声）に係る分析結果等を
定期的に経営層に情報共有することで、生命保険各社におけるお客さま本位の業務運営を
後押しする。

社会環境の変化等に伴う業界課題の早期把握および未然防止等の推進を通じて、生命保
険事業の社会的役割の向上・発揮を図る。

　外貨建て保険に関する苦情の縮減に向け、こ
れまで下記のような取組みを進めてまいりました。
苦情が増加傾向であることを重く受け止め、引

き続きお客さま本位の観点から、取組みを徹底・
推進してまいります。

苦情縮減のための様々な施策を実施

外
貨
建
て
保
険
に
関
す
る

苦
情
縮
減
に
向
け
た
取
組
み

代理店業務品質向上に向けた取組み

これまでの取組み
●募集資料の内容充実（2018年6月～）
●外貨建て保険に係る苦情分析の強化、開示の充実（2019年4月～）
●親族等を含めた理解促進（2019年5月～）
●Value Upアンケートの「外貨建て保険版」を新設 （2019年6月～）
●募集人教育の標準化 （2020年4月～）
●金融機関によるアフターフォローの強化 （2020年4月～）
●適合性確認の強化 （2020年4月～）
●外貨建保険販売資格試験制度の創設 （2020年10月～予定）

4
POINT

　代理店手数料の評価基準に代理店の業務品質を加える取組みについて、「代理店業務品質のあり
方等に関するスタディーグループ」を４月に設置し、議論を開始しております。

代理店手数料の評価基準の見直しの検討

お
客
さ
ま
の
声
・
苦
情
情
報
等
の

活
用
高
度
化
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新時代における
希望あふれる安心社会の実現に
向けた取組み2

人生100年時代と呼ばれる超長寿社会が到来し、リス
クが多様化していく中、生命保険が社会に貢献できる
領域は、ますます拡がっていきます。

人生100年時代における
生命保険業界の役割に係る報告書を作成

特集

　日本の生命保険業界のデジタル化の底上げを図るため、欧米主要国や中国の保険業界における先端技
術の活用事例やプラットフォーマーの動向等、デジタル化に関する論点への対応や課題について調査しました。

海外における先端技術の活用事例等を調査

新
し
い
時
代
の
生
命
保
険
の
役
割
発
揮

1
POINT

●「相互扶助」の理念
●「生涯にわたり、お客さまに安心をお届けする」という社会的使命

●「３つの安心」を
　提供する
　役割を進化

“わかる” 安心

不変	（不易）

変化	（流行）

人生100年時代の社会課題（国民不安）を踏まえた役割の進化

　わが国は「人生100年時代」と呼ばれるかつてな
い高齢社会を迎えました。この社会構造の変化に
対応した金融サービスの進化が求められています。
　「相互扶助」の理念にもとづく生命保険事業は、
人々の深い理解と信頼のうえに成り立ち、その社
会的使命は、「生涯にわたり、お客さまに安心をお
届けする」ことです。この理念・使命は新しい時代

においても変わりません。
　この社会的使命を新しい時代においても果たし
続けていくためには、環境変化に伴うお客さまの
不安やニーズを踏まえ、「お届けする安心」の内容
や方法をお客さま視点で進化させていくことが必
要であり、今般、新しい時代の生命保険業界の役
割を改めて整理し、公表しました。

●ライフプラン・マネープランの作成支援
●金融・ヘルスリテラシー向上への寄与 等

生き方の選択肢の拡がりや
情報が溢れ複雑化する社会への対応

“もしも”の安心

●生活習慣病保障の提供
●先進医療保障の提供 等

疾病構造の変化や
医療技術の進歩への対応

“自分らしく”生きるための安心

●健康増進型商品・サービスの提供
●認知症の予防と共生への寄与 等

長期に及ぶ人生を、自分らしくより豊かに
生き抜きたいという願望の高まりへの対応

8 生命保険協会 SR報告書2020



次
世
代
教
育
へ
の
貢
献

2
POINT

　株式会社マイナビが主催・運営する日本最大級のビジネスコンテストに
初めて協賛しました。同コンテストは、各協賛企業がテーマを出題、学生は
チームを組み、好きな企業テーマにエントリー。各種審査を経て、協賛企業
ごとに企業代表チームが決定し、最後は企業代表チーム同士の戦いとな
る決勝戦を開催しました。 ※高校生の決勝戦は中止

高校生・大学生向けビジネスコンテストへの協賛

■生命保険協会からのテーマ
『２０年後の社会における安心とは何か』を考え、デジタル技術を使った
生命保険会社のサービスを立案せよ
■代表チーム
●チーム名：あかんぱにー
●メンバー：真和高等学校（熊本県）
　　　　　 田上黎さん、佐々木桃香さん、瀬形未来さん
■提案内容
日本の伝統工芸等をテーマに、伝統工芸等の技術をＡＩに習得させ、次世
代へつなぐ仕組みを提案

高校生	：	キャリア甲子園

■生命保険協会からのテーマ
自分の身の回りを観察し、生命保険会社が社会に提供できる『新しい安心
とは何か』を考え、デジタル技術を使ったサービスを立案せよ
■代表チーム
●チーム名：キトキン協会
●メンバー：静岡県立大学大学院　景山裕也さん
　　　　　 東京大学大学院　　　大石紗矢香さん
■提案内容
日々の漠然とした不安を見える化できるアプリと、不安ごとにＰ２Ｐ保険を
利用者が作成・募集できる仕組みを提案

大学生	：	キャリアインカレ
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公益社団法人日本PTA全国協議会推薦

「学研まんがでよくわかるシリーズ」の最新情報
調べ学習、自由研究のヒントが見つかる
【学研キッズネットホームページ】
https://kids.gakken.co.jp/

「学研まんがでよくわかるシリーズ」の紹介コーナー
【まんがひみつ文庫】
https://kids.gakken.co.jp/himitsu/
【学研ブックビヨンド】
https://bpub.jp/r/himitsu

表紙イラスト／こめ助　カバーデザイン／小林　峰子NDC339

学研キッズネット　https://kids.gakken.co.jp/
まんがひみつ文庫　https://kids.gakken.co.jp/himitsu/
学研ブックビヨンド　https://bpub.jp/r/himitsu
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学研学研まんがでよくわかるシリーズ  特別編

まんが●こめ助　
構　成●入澤　宣幸
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保険のひみつ_COVER.indd   すべてのページ 2020/02/13   17:25

　2020年4月に小学生が自助努力を学ぶためのまんがコンテンツを新た
に作成しました。人生をバーチャル体験できるすごろくゲームを通じ、人
生には様々なリスクがあることや、自助の大切さを学んでいくストーリーに
なっています。作成したまんがは全国の小学校や公立図書館等に寄贈し、
生命保険協会のホームページでも電子版を公開しています。

小学生向けまんがコンテンツを作成

代表チームの「あかんぱにー」

代表チームの「キトキン協会」
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新型コロナウイルス感染症
拡大防止に向けた対応3

2020年2月21日に対策本部を設置し、
生命保険業界を挙げて以下の対応を実施しています。

特集

特別取扱いの実施
　生命保険各社において、以下の特別取扱いを実施しています。

対面営業の自粛と非対面サービスの拡充
　緊急事態宣言の発出を受け、感染拡大防止に努めるため、生命保険各社における営業活動等の
対面を要する業務の自粛を行いました。
　一方で、必要なサービスを継続するため、生命保険各社は電話や郵送等による保険金等請求手続
きの実施やオンラインでのサービス拡大等の創意工夫に取り組んでいます。

対策ガイドラインの策定
　お客さまや職員等の感染予防に努めつつ、業務を継続するための考え方等を整理した「新型コロ
ナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、持続的な対策と業務継続の両立に努めています。

感染症対策への支援	～１０億円の支援金寄付～
　医療機関、介護施設、障がい者施設、保育所等で様々な支援を必要とされている方々に対する支
援として、「公益社団法人 日本医師会」、「公益社団法人 日本看護協会」および「新型コロナウイル
ス感染症：拡大防止活動基金」に対して、合計10億円の寄付を実施しました。

　また、生命保険各社の創意工夫により、以下のような特別取扱いも実施しています。

●保険料払込猶予期間を延長
●必要書類の一部省略等による各種手続きの簡易迅速な取扱い

●契約更新手続期間の延長 ●契約者貸付に対する特別金利の適用
●宿泊施設・自宅療養／オンライン診療に対する入院給付金の支払い　　
●災害保険金等の支払い ●融資関係の特別取扱い 等

1
POINT

2
POINT

3
POINT

4
POINT

10 生命保険協会 SR報告書2020



column

生命保険は大勢の人が公平に保険料を負担し合い、
いざというときにお互いに給付を受けられる「助け合
い」「相互扶助」の仕組みにより、様々な保障を提供

しています。生命保険各社は死亡・高度障害保険金
をはじめ、入院・手術給付金や年金等のお支払いを
通じ、皆さまの生活に貢献しています。

長寿化やライフプラン・価値観の多様化が進む中で、「公私二本柱の生活保障」という
理念のもとに、公的保障（公的年金等）と自助努力による私的保障（個人保険や企業保
険等）を適切に組み合わせることが、ますます大切になっていると考えます。

生命保険の仕組みと役割

相互扶助の仕組みによる様々な生活保障の提供

保険金・給付金等の合計（2018年度実績）

医療保障としての
入院・手術給付金等

死亡・高度障害
保険金等

老後保障としての
年金等

生命保険各社の総資産は約387兆円です（2018
年度実績）。生命保険各社は皆さまの保険料のご負
担を軽減しつつ、確実に保険金等をお支払いするた
めに、お預かりした大切な保険料を収益性・安全性・

流動性とともに、公共性に配慮しながら運用してい
ます。また、生命保険協会では、国内株式市場全体
の活性化に向けた取組みも実施しています。

保険料の運用を通じた社会・経済活動の支援

生命保険の仕組み（相互扶助の原理）

保険加入者 保険金・年金等の
受取人

収益性・安全性・
流動性とともに、
公共性に配慮した
資産運用全員が

公平に負担
支払事由に

該当した人に
お支払い

保険料 保険金・年金等

11



生命保険事業の
基盤整備と発展に向けた活動

適切な業務を行うための枠組み
生命保険各社の適切な業務運営を後押しするほか、生命保険事業の発展に向けた活動を行っています。

　生命保険事業がこれまで以上に社会から信頼される
よう、生命保険各社やその役職員が遵守すべき「行動規
範」を定めています。また、法令等に基づき、個別の課題

について生命保険各社が遵守すべき「行動指針」を定め
ています。

生命保険各社が遵守すべき
原則や指針を提示

活動
報告

取組み 行動規範および行動指針の制定

1. 商品の提案・提供から支払いまでの
　 適切なお客さま対応の推進
2. お客さまや社会との相互理解の促進
3. お客さま情報の適正な取扱いと保護の徹底
4. 公正な事業活動の遂行
5. 反社会的勢力との関係遮断
6. 生命保険事業の特性を踏まえた資産運用

  7. 環境問題への取組みの推進
  8. 社会貢献活動の推進
  9. 人権の尊重
10. 働き方の改革と職場環境の充実
 11. リスク管理の徹底
12. 再発防止の徹底と説明責任の遂行

【12の基本的行動】

【3つの行動原則】
コンプライアンスと

高い企業倫理に基づく行動
お客さま

本位の行動
社会的責任に
基づく行動

行 動 規 範

行 動 指 針
●環境問題における行動指針　　　　　
●反社会的勢力への対応指針
●女性の活躍推進に関する行動指針

●個人情報保護のための取扱指針
●個人情報保護のための安全管理
　措置等についての実務指針

活
動

報
告

生
命
保
険
事
業
の
基
盤
整
備
と
発
展
に
向
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た
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認定個人情報保護団体として、個人情報保護に関す
る指針を策定し、生命保険各社に遵守させるとともに、
必要な指導等を行っています。その他にも、個人情報

に関する苦情等の受付や生命保険各社向けに個人
情報保護に関する研修等を実施しています。

認定個人情報保護団体

外貨建て保険に関する高齢者からの苦情が増加傾
向にあることを踏まえ、2019年5月に当ガイドライン
を改正しました。外貨建て保険のように市場リスクを
有する商品を販売する際には、親族等への説明や、

複数回の説明機会を設けることを原則とする等、より
丁寧な対応を促しています。
※外貨建て保険に関する苦情縮減に向けた取組み
についてはP7もご参照ください。

高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドラインを改正PICKUP

　商品の提案・提供からお支払いまでの各段階において、
適切な取扱いを行い、お客さまに対して最良のサービス
が提供できるよう、生命保険各社やその役職員が参考と

すべき実務上の取扱いや留意点等を「自主ガイドライン」
として策定し、周知を図るとともに、定期的に点検・見直
しを行っています。

実務上の取扱いや留意点等を周知
取組み 自主ガイドラインの策定

●保険金等の支払いを適切に行うための
　対応に関するガイドライン
●保険金等の請求案内事務に関するガイドライン
●診断書様式作成にあたってのガイドライン

適切な保険金支払い
●契約概要作成ガイドライン
●注意喚起情報作成ガイドライン
●契約締結前交付書面作成ガイドライン
●市場リスクを有する生命保険の
　募集等に関するガイドライン
●正しい告知を受けるための
　対応に関するガイドライン
●未成年者を被保険者とする生命保険契約の
　適切な申込・引受に関するガイドライン
●保険募集人の体制整備に関するガイドライン
●募集関連行為に関するガイドライン
●金融機関代理店における
　募集補助資料作成ガイドライン

適正な募集

●生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
●生命保険商品の募集用の資料等の
　審査等の体制に関するガイドライン

募集資料等の適正な表示

●高齢者向けの生命保険サービスに関する
　ガイドライン

高齢者対応

●生命保険会社の資産運用における
　ESＧ投融資ガイドライン

資産運用

自 主 ガ イ ド ラ イ ン
活
動

報
告
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2019年は、銀行等による外貨建
て保険の販売をめぐるトラブルが
社会問題化し、生命保険業界にも
厳しい声が寄せられた1年であっ
たと思います。生命保険において
も「製販分離」が進んでいます。外
貨建て保険に限らず、真に顧客が

欲しているものなのか、その顧客に提供していい商品なの
か等、商品供給やアフターサービスのあり方を顧客本位
の視点に立って再点検いただくことをお願いいたします。

「『顧客本位の業務運営の高度化に資する取組みに関する
アンケート』に関する報告」を届けていただきました。意見

交換会等を通じて出させていただいた私どもの意見が生
命保険各社の経営に生かされており、消費者団体として
の役割と責任を再認識いたしました。生命保険各社が顧
客からの信頼に応えるべくPDCAを回しておられることも
よくわかりました。このような取組みと情報開示を今後も
継続いただくことを希望します。
今、私たちは新型コロナウイルス感染症という試練に直面
しています。この危機を乗り越えるためには、皆の自助の
努力とともに地域社会における共助がこれまで以上に必
要となります。これまでも地域の見守り活動等でご貢献い
ただいておりますが、この分野でも生命保険業界がリーダ
ーシップを発揮していただくことを期待しています。

生命保険業界に期待すること

　自主ガイドラインを踏まえた生命保険各社の取組み
について、年1回「Value Upアンケート」を実施してい
ます。意見交換会等を通じて寄せられた消費者からの
意見や要望等も踏まえ、お客さまサービスの向上を目

指して行った取組事例等を収集・共有し、生命保険各
社のPDCAの取組みの高度化および経営への反映を
促進しています。

生命保険各社の取組みを共有
取組み 自主ガイドラインのPDCAによる経営品質の向上

自主ガイドラインを策定、
生命保険各社が業務規程を策定

自主ガイドラインを見直し、
生命保険各社が
業務規程を見直し

消費者団体の声

永沢裕美子さん

日本消費生活アドバイザー
コンサルタント・相談員協会

代表理事副会長

自主ガイドライン・生命保険各社
業務規程に基づく業務遂行

　消費者の声を把握し、生命保険事業に対する正しい理解を促
進することを目的に、消費者団体・消費者行政・報道関係者との
意見交換会を実施しています。2019年度は全国で計125回開催
しました。この他にも、定期的に消費者関連団体を訪問し、情報提
供や意見交換を行っています。

消費者の意向や
業界外部の声を把握

取組み 消費者団体等との意見交換会

宮城県協会での意見交換会の様子

「Value Upアンケート」を通じた
取組事例等の収集・共有
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生命保険事業の発展に向けた活動

　公的保障を補完する私的保障の役割が重要性を増
すなか、持続可能な社会保障制度を確立するためには、
国民自らが必要とする多様な生活保障の準備を支える
ことが重要です。

そこで、生命保険協会では2020年度税制改正におい
て、生命保険料控除制度の拡充や、企業年金保険制度
の充実等を要望しました。

生命保険料控除制度の拡充等を要望　
税制改正の要望取組み

　保険監督者国際機構（IAIS）が策定する国際的な
保険監督基準、また、国際会計基準審議会（IASB）が
2019年6月に公表した保険契約に関する国際会計
基準の修正等に日本の生命保険事業の特性が適切に

反映されるよう、意見を表明しました。なお、IAISにつ
いては、2019年11月の総会で、保険コアプリンシプル

（ICP）、国際保険資本基準（ICS）等が採択されました。

日本の生命保険事業の特性を適切に反映　
取組み 国際的な保険監督基準等の策定に向けた意見表明

　各国の保険協会による情報連携、IAIS等の国際機
関に対する意見発信の強化を目的として、2012年10
月に発足した国際保険協会連盟（GFIA）に、設立時か
ら加盟しています。また、毎年6月と12月にフランスで

経済協力開発機構（OECD）が開催する保険・私的年
金委員会（IPPC:Insurance and Private Pensions 
Committee）パリ会合に参画し、公的・私的保険に関す
る意見発信等を行っております。

国際機関に対するプレゼンスの強化
取組み 国際保険協会連盟や国際会議への参画
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大学課程試験

応用課程試験

適切な保険募集等の徹底

適切な募集を行うための教育制度を運営
生命保険募集人の登録と業界共通教育制度

　営業職員や代理店が生命保険の販売を行うためには、
法令上、金融庁に生命保険募集人の登録を行う必要が
あります。生命保険協会では、登録のために必要とされる

知識や資質・能力を確認するための「一般課程試験」を含
む業界共通教育制度を運営しています。また、毎年テキ
スト等の見直しを行い、教育内容の充実を図っています。

※合格者数は2019年度

より質の高い生命保険募集の促進に貢献するため、大学課程試験に合格し、保険会社
から推薦を受けた者にトータル・ライフ・コンサルタントの称号を与えています。2019年
度の認定者数は2,731名、累計では197,519名となっています。

トータル・ライフ・コンサルタントPICKUP

取組み

外貨建て保険に関する苦情を縮減することを目的として、新たに外貨建保険販売資格
試験を創設しました。外貨建て保険の特徴やリスク等の共通知識を修得することで、生
命保険募集人のリテラシー向上を図ります。（2020年10月から試験開始）

外貨建保険販売資格試験を創設

専門課程試験

変額保険
販売資格試験

外貨建保険
販売資格試験

　生命保険販売に必要な基礎知識の修得

　生命保険販売に関する専門知識や
　周辺知識の修得

　ファイナンシャル・プランニング・サービスに
　必要な知識の修得

　ファイナンシャル・プランニング・サービスに
　関する専門知識や周辺知識の修得

　変額保険の特徴やリスク等の
　知識の修得（専門課程試験合格が条件）

　外貨建て保険の特徴やリスク等の
　知識の修得（専門課程試験合格が条件）

　外貨建て保険を販売可能
　（2020年10月から試験開始）

一般課程試験
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　生命保険各社の支払担当者の業務能力の維持・向上を図るため、
2007年度より「生命保険支払専門士試験」を運営し、生命保険各社が
お客さまに適切に保険金等をお支払いできるようサポートしています。累
計合格者数は40,744名となっています。

　ご契約の申込時には、告知や医師の診査等により健康状態を確認しま
す。その手段のひとつに、生命保険面接士と面接する方法があります。生
命保険協会では、1973年度よりこの生命保険面接士の認定試験を運営
しています。累計合格者数は73,144名となっています。

生命保険支払専門士や
生命保険面接士の試験運営　

その他の試験の運営

支払担当部門の
人材育成

生命保険面接士の
認定試験

　生命保険募集人がお客さま重視・法令等遵守の視点を
持ち続けて募集活動を行うため、毎年、原則としてすべての
生命保険募集人に対して継続的に教育する仕組み（継続
教育制度）を構築しています。また、標準カリキュラムのフォ
ローアップを毎年行い、継続教育の充実を図っています。

お客さま重視・
法令等遵守の視点を
持ち続けるための仕組み

生命保険募集人の継続教育制度

❶ コンプライアンス
❷ 法令上の禁止行為
❸ 適正な保険募集のために必要な知識
❹ 保険金等の支払い等アフターサービス
❺ 高齢のお客さまへの対応
❻ 保険代理店による保険募集に関するルール
❼ 銀行等による保険募集に関するルール

継続教育制度標準カリキュラム

取組み

取組み
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　社会保障制度の諸課題を背景に、私的保障や生命保険の意義、自助努力の必要
性を学ぶ連続講座を各地の大学で開設し、金融リテラシー教育に貢献しています。

生命保険実学連続講座　

　生命保険文化センターと協力しながら、すべての世代の金融リテラシーの向上を目的とした「全世代対応
型パッケージ」を構築しています。生命保険や生活設計に関する理解の促進に向けて取り組んでいます。

　中学生や高校生が、社会保障の意義や保険の役割について理解を深め、自助努
力で将来に備える重要性について学ぶことができる教材です。

保険教育教材（中学校社会科・高等学校公民科）

　保険加入時から、保険加入期間、請求時にいたるまで、それぞれの場面において、
高齢者の方に特に知っていただきたい情報や留意点をお伝えする冊子です。

高齢者向け情報冊子「今だから聞きたい! 生命保険便利帳」　

　主に大学生や若年社会人向けのショートムービーで、ライフプラン・資産形成・
保険を切り口として人生100年時代に必要な知識に気づいていく、気軽に楽しめ
るストーリーです。

動画コンテンツ「ライフプランのいろいろ」　

小学生以下 中学生 高校生 大学生等 成人一般

まんがコンテンツ 保険教育教材

中学生作文
コンクール

動画コンテンツ

生命保険
実学連続講座

生命保険に対する適切な理解の促進

すべての世代に対する金融リテラシーの向上
全世代対応型パッケージの提供取組み

※P9をご参照ください。
まんがコンテンツ 「みんなを支える生命保険」

高齢者向け
情報冊子

消費者向け
出版物

講師派遣

学校教育用副教材

※緑色は生命保険文化センターの取組み
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　生命保険文化センターでは、全国各地の消費者
行政機関や企業・官公庁等の要請に応じて、生命保
険の上手な活用方法や生活設計、年金・医療等を
テーマとした学習会・研修会等に、無料で講師を派
遣しています。また、学生・生徒の皆さんに、生活設
計・生活保障に関する基礎知識を学んでもらうため
に、授業時間の一部を利用して講義を行っています。
生命保険協会では、生命保険文化センターの委託

を受けて、講師派遣案内活動とあわせて、一部、地
方協会事務局長が講師業務を実施しています。

　生命保険文化センターでは、中学生に生命保険
の役割や意義を考える機会を提供するとともに、作
文を通じて情操教育の推進に寄与することを目的に、
1963年から「わたしたちのくらしと生命保険」をテ
ーマとした作文コンクールを毎年実施しています。
生命保険協会では、生命保険文化センターの委託
を受けて、中学校に対するコンクールの周知活動や、
地元新聞社に対する表彰者の新聞記事掲載に向け
た取組み等、様々な案内活動を行っています。

中学生作文コンクール

公益財団法人 生命保険文化センター
公正・中立な立場で生活設計や生命保険に関する情報提供等を行うことを
目的に、1976年に設立されました。「消費者啓発・情報提供活動」「学術振
興事業」「調査活動」の3つの事業を柱に、学校への講師派遣、消費者向け
学習会の実施、学校教育用副教材や消費者向け小冊子の作成、生活保障
に関する意識や生命保険の加入実態等を探る調査活動等を行っています。

生命保険文化センター
の諸活動は、
ホームページを
ご参照ください。

第57回文部科学大臣
賞を受賞した、福岡教
育大学附属福岡中学
校の宇野誠洋さん

講師派遣

生命保険文化センターとの連携活動

生命保険協会は、5月28日を記念日「自助の日」と制定しまし
た。この記念日は、人生100年時代に豊かな人生を送るために
自らのライフプランを描き、将来に備えていく「自助」について
考える日です。5月28日の語呂となる「5つ葉（いつつば）」には、
そのために大切な「希望」「知恵」「財運」「健康」「愛」の意味が
込められています。生命保険業界は、皆さまが「自助」について
考えるうえで必要なリテラシーの向上に貢献していきます。

自助の日

創設後初めてとなる「自助の日」（2019年5月28日）に、全国銀行協会・信託

協会・日本証券業協会・日本損害保険協会と共同でシンポジウムを開催しま

した。基調講演やパネルディスカッション等を行い、これからの時代に必要

となるリテラシーや期待される金融業界の役割について発信しました。

当協会は、5月28日を記念日「自助の日」と制定し

ました。この記念日は、人生100年時代に豊かな

人生を送るために自らのライフプランを描き、将

来に備えていく〈自助〉について考える日です。5

月28日の語呂となる「5つ葉（いつつば）」には、そ

のために大切な「希望」「知恵」「財運」「健康」「愛」の

意味が込められています。生命保険業界は、皆さ

まが〈自助〉について考えるうえで必要なリテラ

シーの向上に貢献していきます。

人生100年時代が到来すると言われてどう感じるでしょうか。

健康で自分らしい人生が送れたら100年の人生は皆様にとって

幸せなものとなるのではないでしょうか。

「自助の日」はそのために必要なことを考える日となればとの

思いで創設された記念日です。

5つ葉は、希望、知恵、財運、健康、愛の
意味が込められています。

い つ つ ば

皆様の人生が明るく、夢や希望が叶うものとなるよう
これら 5 つのことを私たちと一緒に考えていきましょう。

愛を形にする希望を描く 人生を歩む
自分らしく
生きるための

自
分
ら
し
い
人
生
を
送
る
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
る
日
で
す
。

自
助
の
日
は

病気や事故の
予防による

保険健康資産形成知恵ライフプラン

｜2｜Create a Brighter Future〜安心と希望に満ちた未来を切り開く〜｜

これからの時代は生き方や働き方がこれまで以上に多様化し
ていくといわれています。当協会は、人生100年時代に重要
性が増す〈自助努力の支援・促進〉に積極的に取り組むことで、
誰もが自分にあったライフプランを描き、健康で自分らしい人
生を送ることができる社会の実現に貢献していきます。

自助努力の支援・促進
に向けた取組み

2「人生100年時代に必要なリテラシーと金融業界の役割」
シンポジウムの開催

1「自助の日」の創設

閉会挨拶をする金融広報中央委員会 中川氏

主催挨拶
稲垣 精二（生命保険協会 会長）

来賓挨拶
遠藤 俊英氏（金融庁 長官）

業界団体挨拶
西澤 敬二氏（日本損害保険協会 会長）

《金融リテラシー向上に向けた金融業界の役割》

▼パネリスト
髙島 誠氏（全国銀行協会 会長）

池谷 幹男氏（信託協会 会長）

鈴木 茂晴氏（日本証券業協会 会長）

中川 忍氏（日本銀行 情報サービス局長・金融広報中央委員会 事務局長）

稲垣 精二（生命保険協会 会長）

▼モデレーター  魚住 りえ氏（フリーアナウンサー）

パネルディスカッション

閉会挨拶
中川 忍氏（日本銀行 情報サービス局長・金融広報中央委員会 事務局長）

基調講演

8 ｜特集｜  Create a Brighter Future 〜安心と希望に満ちた未来を切り開く〜2019年度
講師派遣
実績

2019年度
（第57回）
応募実績
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お客さまの苦情・紛争の解決支援
　お客さまに寄り添いながら、安心・安全に社会的責任を果たすための活動を行っています。 

安心をお届けするための活動

裁定審査会の流れ

　苦情申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決
を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても問題が解決
しない場合、その申出の解決を図ることを目的に、生命保
険相談所に「裁定審査会」を設けています。弁護士7名、
消費生活相談員7名、生命保険相談室の職員3名の計

17名の委員で構成されています。
　原則として全件で事情聴取を行い、解決の糸口となる
個別事情の把握に努め、積極的に和解提案をする等、中
立・公正な立場から紛争の適切な解決を図っています。

裁定審査会による中立・公平な審理
取組み 生命保険相談所での紛争の解決

裁定不調
による
終了

　生命保険相談所には、東京の生命保険相談室
と各都道府県50ヶ所の連絡所があり、専門知識
を持った相談員が、中立・公正な立場で相談や苦
情等をお受けしています。苦情の解決の申出があ
った場合には、関係する生命保険会社と迅速に
情報共有し、早期解決を支援しています。
※生命保険相談所の一覧はP35をご参照ください。

専門的な知識を持った相談員が早期解決を支援
取組み 生命保険相談所での相談・苦情への対応

	 年度	 2019年度
	 一般相談	 3,012
	 苦情	 5,156

	 合計	 8,168

生命保険相談所の受付件数

（単位：件）

相談の様子

裁定審査会
和解
成立

裁定書
による終了

解決
不受理

生
命
保
険
会
社
へ

解
決
依
頼

話
し
合
い・和
解
の

あ
っ
せ
ん

解
決
し
な
い
場
合

苦
情
申
出

裁
定
申
立

適
格
性
の
審
査

書
面・ヒ
ア
リ
ン
グ
等
で

事
情
聴
取
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理
和
解
案
の
提
示
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　生命保険相談所では、外部有識者の学者、弁護士、医師
および消費者団体の代表者からなる「裁定諮問委員会」を
設けています。同委員会は、生命保険相談所長（生命保険
協会長）からの諮問・相談に応じるとともに、生命保険相談

所の業務や「裁定審査会」の運営が公正・円滑に行われる
よう、必要に応じて勧告・提言を行っています。生命保険協
会では、同委員会で出された意見等を、生命保険協会や生
命保険各社の取組みに反映させる仕組みを構築しています。

生命保険相談所の中立性・公平性を確保
取組み 外部有識者からなる裁定諮問委員会の設置

指定紛争解決機関
「指定紛争解決機関」による手続きの主な特長2010年9月に生命保険協会

は金融庁より紛争解決機関に
指定されました。指定紛争解
決機関は中立・公平な立場で
裁判外紛争解決手続き（ADR）
を行うことができます。

①生命保険会社は手続きへの参加・協力が義務付けられています。
②生命保険会社は裁定審査会の裁定結果を原則として
　受諾することが義務付けられています。
③裁定審査会への申立を行う場合、お客さまの請求権にかかる
　消滅時効の進行が中断します。
④裁定審査会の手続きは、無料でご利用いただけます。

　年に1回相談・苦情の受付状況をまとめた「相談所リポート」、年に
4回苦情件数や代表的な苦情をまとめた「ボイス・リポート」や裁定
審査会での事案をまとめた「裁定概要集」を提供することで、生命保
険各社における苦情の再発防止・未然防止を後押ししています。
　また、お客さまに苦情発生状況や苦情に対する生命保険各社の取
組みをお伝えするため、生命保険協会や生命保険各社のホームペー
ジで苦情や保険金に関する情報の開示を行っています。なお、外貨
建て保険の苦情に関しては、2019年6月より開示しています。

再発防止・未然防止に向け
情報を開示

取組み 苦情の分析・情報提供

	 　
苦情件数

	 生命保険協会受付分	 ◎

	 　	 生命保険各社受付分	 ◎

	 		
苦情の内訳

	 生命保険協会受付分	 ◎

	 	 生命保険各社受付分	 ◎

	 苦情の主な事例	 	 ○

	 苦情等の対応状況（改善状況）	 ○

	 保険金等の支払件数・支払非該当件数	 ○

	 保険金等支払漏れ等	 ○

ホームページでご覧になれる苦情情報等

◎：生命保険協会ホームページで開示
○：生命保険各社ホームページで開示
　（生命保険協会ホームページからリンク）
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安定的な生命保険事業の確保

　大規模災害の発生や感染症等が流行した際には、対
策要綱に基づき対策本部を設置しています。対策本部
では、生命保険各社における保険料払込猶予期間の延

長等の特別取扱いの実施を決定できます。また、生命保
険協会のホームページを通じて、被災者や消費者のた
めの情報提供や相談対応を行います。

生命保険各社における特別取扱いや情報提供
取組み 対策本部の設置による各種対応

【受付時間】	月～金曜日（祝日を除く） 9:00～17:00

大規模災害により
生命保険の手掛かりを
失ったお客さま

　災害等の発生に備えた「大規模災害対策要綱」、感染
症等の流行に備えた「新型インフルエンザ等対策要綱」
を策定する等、保険金のお支払い等の重要な業務を継
続し、社会的責任を果たせるよう、対策を講じています。

また、生命保険各社においても、事業継続計画（BCP）や
事務・サービスの定期的な見直しに加え、平常時のお客
さま対応についても一層の充実に向けて取り組んでいます。

大規模災害や新型インフルエンザ等の対策要綱の策定
取組み 災害等の発生に備えた態勢整備

　東日本大震災以降「災害地域生保契約照会制度」を
運営しています。この制度は、災害救助法が適用された
地域または金融庁国民保護計画に基づく要請があった
地域において、被災されたお客さまが加入していた生命

保険会社がわからず、生命保険契約に関する手掛かり
を失い、保険金の請求を行うことが困難な場合等にお
いて、生命保険契約の有無のご照会に応じています。

災害地域生保契約照会制度の運営　
取組み 被災されたお客さまをサポート

照会者
災害地域生保契約照会センター

（生命保険協会本部） 生命保険各社（42社）

照会

該当する契約が
ない旨を回答

調査依頼

お支払いのお手続きのためのご案内
ご契約 有

ご契約 無

該当する契約がない旨を
照会者へ連絡
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災害地域生保契約照会制度の運営

お見舞い広告の出稿により特別取扱いや照会制度について周知

生命保険各社相談窓口一覧の作成
生命保険協会のホームページに本災害
に係る特設ページを設置し、生命保険各
社の相談窓口一覧を掲載。また、各自治
体や避難所を訪問し、相談窓口一覧を記
載したポスターやチラシを配布。

令和元年台風第15号や第19号等への対応

１．保険料払込猶予期間を最長６ヶ月延長
2．保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易支払い

被災されたお客さまのご契約についての特別取扱いの実施
生命保険各社において、災害救助法が適用されたお客さまのご契約について以下の特別取扱いを実施。

※新型コロナウイルス感染症への対応はP10をご参照ください。

生命保険会社からのお知らせ
この度の災害により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

令和元年10月23日作成

（生命保険会社窓口一覧）

【令和元年台風第１９号による災害に係る生命保険会社の相談窓口】
会　社　名

アクサ ０１２０-５６８-０９３ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

アクサダイレクト ０１２０-９５３-８３１ （月～金） 9：00～21：00
（土・日・祝） 9：00～17：00　 ※3

朝日 ０１２０-７１４-５３２ （月～金） 9：00～17：00　　※1
（ 土 ） 9：00～12：00、13：00～17：00

アフラック ０１２０-０１６-８３０ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

アリアンツ ０１２０-９９７-８６３ （月～金） 9：00～17：00　　※1

ＳＢＩ ０１２０-２７２-８１１ （月～金） 9：00～17：00　　※1

エヌエヌ ０１２０-５２１-５１３ （月～金） 9：00～17：00　　※1

ＦＷＤ富士 ０１２０-２１１-９０１ （月～金） 9：00～18：00　　※1

オリックス ０１２０-５０６-０５３  *1
０１２０-５０６-０９４  *2

（月～土） 9：00～18：00　　※1

カーディフ ０１２０-８２０-２７５ （月～金） 9：00～18：00　　※1

かんぽ ０１２０-５５２-９５０ （月～金） 9：00～21：00
（土・日・祝） 9：00～17：00

クレディ・アグリコル ０１２０-６０１-２２１ （月～金） 9：00～17：00　　※1

ジブラルタ ０１２０-６５２-２６９ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

住友 ０１２０-３０７-５０６ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

ソニー ０１２０-１５８-８２１ （月～日・祝） 9：00～17：30　※4

ソニーライフ・エイゴン ０１２０-９５５-９００ （月～金） 9：00～17：30　　※1

ＳＯＭＰＯひまわり ０１２０-５２８-１７０  *1
０１２０-５６３-５０６  *2

（月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

第一 ０１２０-１５７-１５７ （月～金） 9：00～18：00
（土・日） 9：00～17：00　　※1

第一フロンティア ０１２０-８７６-１２６ （月～金） 9：00～17：00　　※1

大樹（旧三井） ０１２０-３１８-７６６ （月～金） 9：00～19：00　　※1

大同 ０１２０-７８９-５０１ （月～金） 9：00～18：00

太陽 ０１２０-９７２-１１１ （月～金） 9：00～18：00
（土・日） 9：00～17：00　　※1

電　話 受　付　時　間 会　社　名

チューリッヒ ０１２０-２３６-５２３ （月～金） 9：00～19：00
（ 土 ） 9：00～18：00　　※2

Ｔ＆Ｄフィナンシャル ０１２０-３０２-５７２  *3
０１２０-３０１-３９６  *4

（月～金） 9：00～17：00　　※2

東京海上日動あんしん ０１２０-５６０-８３４ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

ニッセイ・ウェルス ０１２０-８１７-０２４ （月～金） 9：00～17：00　　※1

日本 ０１２０-２０１-０２１ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

ネオファースト ０１２０-２１５-２０１ （月～金） 9：00～19：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

はなさく ０１２０-８７３-９１７ （月～土） 9：00～18：00　　※2

富国 ０１２０-２５９-８１７ （月～金） 9：00～17：00　　※3

フコクしんらい ０１２０-７００-６５１ （月～金） 9：00～18：00　　※1

プルデンシャル ０１２０-８１０-７４０ （月～金） 9：00～18：00
（土・日） 9：00～17：00　　※1

ＰＧＦ
（プルデンシャル ジブラルタ 
ファイナンシャル）

０１２０-０２５-１７７  *5

０１２０-２８２-２６９  *6

（月～金） 8：30～20：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1
（月～金） 9：00～17：30　　※1

マニュライフ ０１２０-０６３-７３０ （月～金） 9：00～17：00　　※1

三井住友海上あいおい ０１２０-３２１-９０４ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※1

三井住友海上プライマリー ０１２０-１２５-１０４ （月～金） 9：00～17：00　　※1

みどり ０１２０-５６６-３２２ （月～金） 9：00～17：00　　※2

明治安田 ０１２０-６６２-３３２ （月～金） 9：00～18：00
（ 土 ） 9：00～17：00　　※5

メットライフ
０１２０-８８１-７９６  *7

０１２０-３１３-３７０  *8
０１２０-０５６-０７６  *9

（月～金） 9：00～20：00
（ 土 ） 9：00～18：00　　※1

（月～金） 9：00～18：00　　※1

メディケア ０１２０-３１５-０５６ （月～金） 9：00～19：00
（ 土 ） 9：00～17：00

ライフネット ０１２０-２０５-５６６ （月～金） 9：00～20：00
（ 土 ） 9：00～18：00

楽天
０１２０-９７７-００２  *1

０１２０-９７７-０１０  *2

（月～日・祝） 9：00～18：00　※3
（月～金） 9：00～19：00
（土・日・祝） 9：00～17：00　 ※3

電　話 受　付　時　間

避難所訪問の様子

相談窓口を記載したポスター
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モラルリスクを防ぐための制度

　「行動規範」や「反社会的勢力への対応指針」におい
て、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力に対し、一切の関係を持たないこと等を宣言していま
す。また、反社会的勢力およびその関係者との保険契約

の解消に向けて、保険約款への暴力団排除条項の導入
の後押しや反社会的勢力に関する業界データベースの
構築、他団体との意見交換等の対応を行っています。

業界データベースの構築や他団体との意見交換　
取組み 反社会的勢力への対応

適切性や健全性の維持

　生命保険は、不当に利益を得るために悪用されること（モラルリスク）が
あります。生命保険協会では、モラルリスクを防止するために、様々な制
度を設けています。また、犯罪死の見逃し防止のための警察による生命保
険加入状況調査に協力しています。さらに、社会問題となっている特殊詐
欺に対しては、お客さまが被害にあわないよう注意を促すポスターを警察
庁や金融庁と協力して作成するとともに、全国で注意喚起チラシの配布
や街頭PR等の啓蒙活動に取り組んでいます。

各種制度等の運営や注意を促すポスターの作成　
取組み モラルリスクや特殊詐欺への対応

　マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た資金をあた
かも正当な取引で得た資金に見せかけるために、その出
所を偽装したり、隠したりすることです。生命保険協会では、
マネー・ローンダリング等の対策について、生命保険各
社の理解を深めることを目的としたハンドブックやQ&A、

お客さま向けのポスターの作成等を行っています。また、
「マネー・ローンダリング等対策PT」を設置し、情報共
有等を通じて生命保険各社のマネー・ローンダリング等
対策の高度化を図っています。

対策をまとめたハンドブックや
お客さま向けポスターの作成

取組み マネー・ローンダリングに関する対策

支払査定時照会制度 生保警察連絡協議会の運営契約内容登録制度
複数の生命保険会社にまたがり、短期間
に集中して契約し不正に保険金等を受け
取ることを防止するため、契約内容を生
命保険協会の「登録センター」に登録し、
ご契約の引き受けや保険金等のお支払い
の判断の参考にしています。

生命保険を不正に利用する犯罪を防
止するため、警察庁と連絡会議を開催
しています。また、全国54の地方協会
と都道府県警察本部との間で「生保警
察連絡協議会」を設置し、暴力団情勢
の現状と対策やモラルリスク防止策、
特殊詐欺等について、情報交換を積極
的に行っています。

保険金等のご請求があった場
合、生命保険会社同士が必要
に応じ、保険契約の内容につい
て情報交換を行い、保険金等
のお支払いの際に判断の参考
にしています。
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●生命保険の基礎知識 ●生命保険かんたんナビ ●Twitter公式アカウント

生命保険に関する情報発信

ホームページやSNSでの情報提供
取組み 生命保険の基礎知識の解説や生命保険各社の商品紹介

　生命保険協会ホームページ内の「生命保険の基礎知
識」では、生命保険について知っておくと便利な基礎知
識を解説しています。「生命保険かんたんナビ」では、生
命保険各社の商品に関する情報を手軽に入手できます。

また、生命保険協会ホームページでの情報提供に加え、
Twitter公式アカウントでの情報発信を行い、さらなる
情報提供の充実を図っています。

　生命保険各社のディスクロージャー（経営内容の開示）
は、法令によって開示項目が定められています。生命保
険協会では、お客さまや投資家の利便性の観点から、自
主的に開示すべきと判断した項目を加えた業界統一のデ
ィスクロージャー開示基準を定めており、毎年見直しを

行うことにより、情報開示のさらなる向上に努めています。
また、生命保険各社のディスクロージャー誌を、生命保
険協会の本部および地方協会に備え付けるとともに、生
命保険協会のホームページにおいても生命保険各社の
決算発表資料および四半期報告資料を掲載しています。

毎年見直すことで情報開示のさらなる向上
取組み 業界統一のディスクロージャー開示基準の制定

　生命保険各社の財務諸表等をわかりやすく説明した「生命保険会社のディスクロ
ージャー 虎の巻」を作成し、生命保険協会のホームページにおいても掲載しています。

財務諸表等をわかりやすく解説
取組み ディスクロージャー 虎の巻の作成

2016年版
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生命保険を体系的に解説 生命保険各社のホームページにリンク

　生命保険各社の主要業績を、毎月、四半期および年度ごとに取りまとめた「生命保険事業概況」や、生命保険業界の
動向等を簡潔にまとめた「生命保険の動向」を作成し、生命保険協会のホームページで公表しています。

生命保険各社の主要業績等を発信
取組み 生命保険事業概況等の統計資料の公表
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環境や社会への貢献
　持続可能な社会の実現に向けて、様々な課題の解決に取り組んでいます。

　生命保険業界では、「環境問題における行動指針」「低
炭素社会実行計画」の策定、数値目標の設定および生
命保険各社の取組状況の共有化を通じ、環境問題に取
り組んでいます。特に、「低炭素社会実行計画」に基づき
2020年度から2030年度までの目標を設定し、積極的
な取組みを推進しています。また生命保険各社における

取組みをより一層推進させるため、毎年実績のフォロー
アップを行っています。さらに、2018年度より「循環型社
会形成自主行動計画」を策定し、環境負荷の低減に加え、
資源循環の促進も行っています。

数値目標の設定や
生命保険各社の取組状況の共有化

事業を通じた取組み
●環境配慮型投資用ビルへの改修
●環境問題に取り組む企業・ 個人への
　優遇金利制度の設定
●環境配慮型債券への投資
●保険加入書類・保険約款のペーパーレス化

オフィス環境整備
●省エネ機器の導入等、節電への取組みの促進
●エネルギー利用効率の向上に向けた取組み
●リサイクル対策に関する取組み

その他の取組み
●植樹活動や森林環境保全活動
●子ども向け環境教室の実施
●顧客への情報提供

循環型社会の形成に向けて、環境に配慮した事業活動を通じて、
環境負荷の低減に努めるとともに、生命保険各社およびその他ス
テークホルダーとの連携を図りながら、資源循環の向上を目指す。

【具体的な行動計画】
１. 紙資源については、ペーパーレス化の推進等により、
　 その使用量の削減に努める。
２. 紙および事務消耗品のグリーン購入に努める。
３. 廃棄物の分別回収の徹底に努める。
４. 紙およびその他資源の再利用につながる取組みに努める。

業種別独自目標
循環型社会形成自主行動計画

生命保険業界として2020年
度の床面積あたりの電力消費
量を2009年度比で年平均1
％削減することを目指す。

2020年度までの目標

生命保険業界として2020年
度から2030年度までの間、床
面積あたりの平均電力消費量が、
2020年度までの目標をさらに
下回る水準になることを目指す。

2030年度までの目標

低炭素社会実行計画

生命保険
各社の

取組事例

床面積あたりの
電力消費量

150

100

年平均
削減率
2.5％

2009年度
（基準年度）

2018年度

対基準
年度

2009年度

削減率

0
（kWh/

m2）

環境問題等に関する取組み
取組み 低炭素社会実行計画と循環型社会形成自主行動計画

活動
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　世界的な課題である気候変動対応について、生命
保険協会では、気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）提言への賛同を踏まえ、生命保険業界の気
候変動対応の底上げを図るべく、生命保険各社の気候

変動対応の担当者向けに気候変動対応の基礎がわか
る「はじめての気候変動対応ハンドブック ～生命保険
業界への影響と考えるべきこと～」を作成し、公表いた
しました。

気候変動対応の基礎がわかる
ハンドブックを作成

取組み 気候変動に関する対応

集団的エンゲージメントに
気候変動の情報開示充実を追加

取組み ESG投融資の推進

「はじめての気候変動対応ハンドブック」の作成や講演会
の開催等の業界一体となった気候変動対応が高く評価さ
れ、環境省主催の「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」
で銅賞を受賞。業界団体では唯一の受賞となりました。

ESGファイナンス・
アワード・ジャパン 銅賞受賞

　集団的エンゲージメントとは、機関投資家が連携して、
投資先企業との建設的な対話を行うことです。生命保
険協会では、株式市場の活性化と社会の持続的発展に
貢献すべく、2018年から活動を推進しています。2019

年度については、昨年度からの継続テーマとなる「株主
還元の充実」と「ESG情報の開示充実」に加えて、新たに

「気候変動の情報開示充実」をテーマとして、活動を推
進しております。

専門家の方を招き、生命保険各社向けの講演会を開催しました。

SDGs関連の講演会の開催

●『「ビジネスと人権」に関する国内外の動向』
　 講師：一般財団法人CSOネットワーク　黒田かをり事務局長・理事 

●『気候科学からみた「なぜ今、地球の持続性を語るべきなのか」』
　 講師：国立環境研究所 地球環境研究センター　江守正多副センター長

●『SDGsの実現へ向けて ～紐づけから行動の10年へ～』
　 講師：慶應義塾大学大学院　蟹江憲史教授 

開催
実績
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子育て・介護・健康等に
関する取組み

　待機児童問題が女性の社会進出の妨げとなっており、
官民が一体となって、保育の充実や働きながら安心して
子育てできる環境を整備していくことが求められています。
生命保険協会では、2014年度より保育所または放課後

児童クラブの受け皿拡大や質の向上の取組みに対する
助成活動を展開しており、これまでに6年間で累計508
施設に対し、1億1,400万円の助成を行っています。

助成対象 2019年度実績
休日・夜間保育事業、延長保育事業等に必要な
設備の整備、備品の購入等にかかる費用
放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上に
必要な設備の整備、備品の購入等にかかる費用

累計508の保育所や児童クラブに対し助成
取組み 子育てと仕事の両立支援に対する助成活動

活動
概要

助成決定書の授与（兵庫県協会）

敬心ゆめ保育園では、延長保育や病児
保育を利用する子どもたちがより安心
安全に楽しく過ごせるように、今回いた
だいた助成金で図鑑、玩具、乳児用布
団やジョイントマットを購入しました。
乳幼児布団は、延長保育時間に仮眠し

ている子どもの乳幼児突然死症候群
を予防する効果を期待して高反発のも
のを購入し、保護者さまの間でも「睡眠
中の事故防止に対応してくださってい
るので安心して子どもを預けることが
できる」とご好評をいただきました。

助成先の声

保護者さまにも、より一層安心してご利用いただけるようになりました

助成決定書の授与（島根県協会）

敬心ゆめ保育園
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　超高齢社会における介護の担い手として、介護福祉士
の果たす役割はますます大きくなっています。生命保険
協会では、1989年の介護福祉士養成施設の開校と同時
に「介護福祉士養成給付型奨学金制度」を実施しており、

2019年度までに31年間で全国累計5,110名の学生に
奨学金を支給しています。卒業後は多くの方が特別養護
老人ホームや介護老人保健施設等の介護福祉の第一線
で活躍しています。

累計5,110名に奨学金を支給、
卒業後は介護福祉の現場で活躍

取組み 介護福祉士養成給付型奨学金

奨学金の額 支給期間

2019年度奨学生数

助成決定書の授与（宮崎県協会）卒業記念品の授与（鳥取県協会）

入学前の私は、学校では介護技術を学ぶというイメ
ージしか持っていませんでしたが、入学後は、介護技
術以外にも疾病や利用者とのコミュニケーションを図
る際の方法や留意点等多くのことを学びました。
当初は利用者とのコミュニケーションをうまく図れず、
適切な介護計画を立案することができませんでしたが、

相手の立場になって考え計画を立案した結果、利用
者に喜んでいただけるようになりました。
今後は、利用者の思いや伝えたいことに気付くよう、コ
ミュニケーション力と観察力を向上させるとともに介
護の知識を深めたいと思います。そして頼りにされる
介護福祉士になりたいです。

奨学生の声
頼りにされる介護福祉士になりたいです

　待機児童解消に向け、保育の受け皿拡大・整備が進めら
れているなか、保育人材の確保についても重点課題となっ
ています。生命保険協会では、2017年度より「保育士養成
給付型奨学金制度」を実施しています。保育士を目指し高

い志を持って勉学に励む学生を対象とし、2019年度まで
に3年間で全国累計235名の学生に奨学金を支給してい
ます。卒業後は多くの方が保育の専門職として活躍し、国
家的課題である保育士不足の解消に貢献しています。

2019年度までに235名に奨学金を支給、
保育士不足の解消に貢献

取組み 保育士養成給付型奨学金

奨学金の額 支給期間

2019年度奨学生数

奨学生記念撮影（北九州協会） 卒業記念品の授与（徳島県協会）

三輪吏美さん

下関福祉専門学校　
介護福祉学科卒業

私は中学校の時に職場体験で保育園を訪れた際、保育
士と子どもたちの関わる姿や話を聞いて、やりがいや楽
しさを感じ、保育士になりたいと思いました。入学後の
実習では上手くいかないこともありましたが、反省を踏
まえ、次の実習では改善するよう勉学に励みました。子
どもたちの楽しかったという声や笑顔は励みになりまし

た。実習を通して保育士になるため子どもたちや保護者
との関わり方、声のかけ方、トラブル対応の仕方等たく
さんの大切な事を学ぶことができました。
卒業後は実習や授業で学んだこと等を生かして、責任
感を持ち保護者や子どもから信頼されるような保育士
になれるよう頑張ります。

奨学生の声
責任感を持ち信頼される保育士を目指し頑張ります

新明百音さん

郡山女子大学
短期大学部

幼児教育学科卒業

制度
概要

制度
概要
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　わが国の国際化がますます進展するなかで、国際的な
社会貢献や国際交流の意義が高まっています。生命保険
協会では、これからの時代を担う東南アジア・東アジアから
日本へ来る私費留学生に対して、日本における勉学の支援

を目的に、返還義務のない給付型奨学金の支給を行って
います。2019年度は新たに8名の学生を奨学生として迎え、

「外国人私費留学生奨学金制度」として発足した1990年
度からの累計では387名となりました。

国際交流の一環として、留学生の勉学を支援
取組み 生命保険協会留学生給付型奨学金

奨学金の額 支給期間

2019年度奨学生数

奨学生報告会記念撮影

制度
概要

若いうちに世界を見てみようとの思いから、日本の
大学に留学しました。奨学金によりアルバイトの時
間を勉強や課外活動に充てることができました。大
分国際車いすマラソン大会の通訳ボランティアや、
大分市と由布市の旅行パンフレットの翻訳業務も

しました。大学時代に生命保険協会の実学講座を
きっかけに生命保険に関心を持ち、現在は日本国
内の生命保険会社に就職し、会計の仕事をしてい
ます。今後は仕事経験と異文化交流経験を生かし、
海外事務所長を目指して頑張っております。

奨学生の声

仕事経験や異文化交流経験を生かし、グローバルに活躍したいです

楊 光さん
2017年度奨学生

　国民の健康寿命の延伸に向けた啓発活動を積極的に
推進するため、2014年度より健康増進啓発活動を展開
しています。自治体や地域メディア等が主催する全国各

地のウォーキングイベントに協賛しており、6年間で延べ
174,597名の方々にご参加いただきました。

全国各地の健康イベントに協賛
取組み

2019年度は、全国5ヶ所のウォーキングイベ
ントに協賛しました。各イベント会場内のブー
スで、骨の健康度の無料測定や健康づくりに
役立つ情報冊子の配布等を行い、参加者の健
康増進に対する意識の向上に取り組みました。

2019年度協賛イベント

健康増進啓発活動

生命保険協会では、健康増進だけでなく地域の活性化にも貢献するため、
2018年度よりウォーキングと婚活イベントを融合させた「婚活ウォーク」を
後援しています。2019年度は全国4ヶ所（金沢、小田原、浦添、倉敷）のイベン
トを後援し、延べ248名の方にご参加いただきました。

婚活ウォークへの後援

イベントの様子
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　高齢期においても健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現して、長寿
を全うできるよう、生涯にわたる健康づくりの重要性が増しています。生命保険協
会では、2014年度より高齢者の健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活
動を行っている民間非営利の団体・グループ等に対して活動資金を助成しており、
これまでに6年間で累計301団体に対し、3,000万円の助成を行っています。

助成対象

2019年度
実績

日本国内において、高齢者を対象にした健康管理・増進、
自立支援、生きがいづくり等の活動を行っている民間
非営利の団体・ボランティアグループ・NPO法人等

累計301団体に活動資金を助成
取組み 元気シニア応援団体に対する助成活動

活動
概要

助成決定書の授与（和歌山県協会）

のむらスポーツクラブは、誰もが参加しやす
い健康づくりの教室を中心に、認知症対策の
料理教室やお茶会、体操教室を開催し、集い、
話ができる場を提供することを目的として活
動しております。今回いただいた助成金は、行

政からの助成で賄うのが難しい、新規教室の
講師謝金や物品購入費に充てる予定です。
既存の教室とは異なる内容（立位での有酸素
運動やヨガ）にすることで幅広い年齢層に認
知してもらい、活動の幅を広げていきます。

助成先の声

集いの場を提供することで、高齢者同士のつながりをサポートします

助成決定書の授与（佐賀県協会）

●講師の先生に紙芝居と大型絵本の実演をしていただきました。さすがの読み聞かせで、子どもの
ように楽しませていただきました。読み聞かせアドバイザーによる模擬おはなし会はとってもとっ
ても参考になりました。紹介してもらった本を取り入れて、実践に移していきたいと思います。 

●日頃読んでいる本について深く考えたり、作家の先生の思い等も聞けたこともあって、また一段
と本がおもしろくなりました。読み聞かせをする機会がある時は、プログラムの組み立て方等参
考にしたいと思いました。

2019年度読み聞かせ講習会開催数 2019年度参加者数

紙芝居講座参加者の声

　核家族化が進展する社会において家族のきずなを深めるきっかけを作る
ために、2008年度から「読み聞かせによる“家族のきずな”推進活動」に取り
組んでいます。これまでに9年間で累計22,430名の方々に講習会にご参加
いただき、139,110部の生命保険協会作成副読本を提供しました。

“家族の時間と場”を提供する
様々な取組みを推進

取組み 読み聞かせによる“家族のきずな”推進活動

活動
実績

読み聞かせに関する講習会（静岡県協会）

のむらスポーツクラブ
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　各都道府県には、地域における生命保険事業の健全
な発展を目的に活動する、54の地方協会があります。各
地方協会では、生命保険各社の職員が協力しあって、地

域社会との良好な関係づくり（Community Relations：
CR）に取り組み、住み良い社会環境づくりに貢献してい
ます。

岩手県協会 茨城県協会 石川県協会

主な活動紹介

市町村社会福祉協議会等に、在宅介護サービス等に活用する福祉巡回車を寄贈しています。

血液不足を解消するため、生命保険各社の職員が主体となって献血活動を実施しています。

奈良県協会 香川県協会 大分県協会

愛媛県協会 高知県協会 鹿児島県協会

地方協会によるCR活動

福祉巡回車の寄贈  48ヶ所で81台取組み

献血活動  42ヶ所取組み
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障がいをもった方々への支援に関する取組みを全国的に実施しています。

宮城県協会  群馬県協会 福井県協会

福岡協会 熊本県協会 沖縄県協会

絵本寄贈 募金寄贈 子どもフェスティバルボランティア

児童養護施設への物品寄贈 絵本の読み聞かせ 清掃運動

生命保険ファイナンシャル
アドバイザー協会（JAIFA）
との連携活動

一部の地方協会では、生命保険ファイナンシャ
ルアドバイザー協会と連携し、福祉巡回車の寄
贈、献血活動、募金活動を共同で実施しました。

福祉巡回車の寄贈式の様子（奈良県協会）

福祉巡回車の寄贈  48ヶ所で81台

障がい者支援  54ヶ所取組み

新潟県協会 栃木県協会 長崎県協会

その他の活動取組み
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●富国生命保険相互会社

●フコクしんらい生命保険株式会社

●プルデンシャル生命保険株式会社

●プルデンシャル ジブラルタ
　ファイナンシャル生命保険株式会社

●マニュライフ生命保険株式会社

●三井住友海上あいおい生命保険株式会社

●三井住友海上プライマリー
　生命保険株式会社

●みどり生命保険株式会社

●明治安田生命保険相互会社

●メットライフ生命保険株式会社

●メディケア生命保険株式会社

●ライフネット生命保険株式会社

●楽天生命保険株式会社

　　　　　　　　　　
（五十音順）

生命保険協会の組織図

●アクサ生命保険株式会社

●アクサダイレクト生命保険株式会社

●朝日生命保険相互会社

●アフラック生命保険株式会社

●イオン・アリアンツ生命保険株式会社

●SBI生命保険株式会社

●エヌエヌ生命保険株式会社

●FWD富士生命保険株式会社

●オリックス生命保険株式会社

●カーディフ生命保険株式会社

●株式会社かんぽ生命保険

●クレディ・アグリコル
　生命保険株式会社

●ジブラルタ生命保険株式会社

●住友生命保険相互会社

●ソニー生命保険株式会社

●ソニーライフ・ウィズ生命保険株式会社

●SOMPOひまわり生命保険株式会社

●第一生命保険株式会社

●第一フロンティア生命保険株式会社

●大樹生命保険株式会社

●大同生命保険株式会社

●太陽生命保険株式会社

●チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・
　カンパニー・リミテッド

●T&Dフィナンシャル生命保険株式会社

●東京海上日動あんしん
　生命保険株式会社

●ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

●日本生命保険相互会社

●ネオファースト生命保険株式会社

●はなさく生命保険株式会社

総務部

広報部

業務教育部

企画部

国際部

調査部

共同システム室

生命保険相談室

監査室

地方事務室

事
務
局

理事会

監事

地方協会

委員会
社員
総会

加盟会社一覧 （2020年6月現在）

生命保険相談所

お客さま本位
推進会議

34



【連絡所】 ご訪問される場合は、事前にお電話ください。

札幌・苫小牧 ■Tel.011-222-1388
〒060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目2-12 住友生命札幌ビル8階

函館 ■Tel.0138-54-0292
〒040-0001 函館市五稜郭町1-14 五稜郭114ビル8階

旭川・北見 ■Tel.0166-25-5166
〒070-0031 旭川市1条通9-50-3 旭川緑橋通第一生命ビル5階

釧路・帯広 ■Tel.0154-22-6027
〒085-0014 釧路市末広町9-2-5 日本生命釧路末広町ビル6階

青森県 ■Tel.017-776-1348
〒030-0862 青森市古川2-20-6 ＡＱＵＡ古川2丁目ビル4階

岩手県 ■Tel.019-653-1726
〒020-0021 盛岡市中央通2-1-21 東日本不動産盛岡ファーストビル6階

宮城県 ■Tel.022-224-3221
〒980-0802 仙台市青葉区二日町12-30 日本生命仙台勾当台西ビル3階

秋田県 ■Tel.018-865-0016
〒010-0951 秋田市山王3-1-12 太陽生命秋田ビル6階

山形県 ■Tel.023-631-1694
〒990-0031 山形市十日町2-4-19 ハーモニー山形ビル7階

福島県 ■Tel.024-922-2863
〒963-8002 郡山市駅前2-10-15 三共郡山ビル北館8階

茨城県 ■Tel.029-227-3932
〒310-0062 水戸市大町1-2-6 大樹生命水戸ビル4階

栃木県 ■Tel.028-636-2437
〒320-0026 宇都宮市馬場通3-2-1 宇都宮朝日生命館5階

群馬県 ■Tel.027-223-2802
〒371-0023 前橋市本町2-14-8 新生情報ビル5階

埼玉県 ■Tel.048-644-5001
〒330-0845 さいたま市大宮区仲町2-75 大宮フコク生命ビル8階

千葉県 ■Tel.043-225-6467
〒260-0015 千葉市中央区富士見2-15-11 IMI千葉富士見ビル6階

神奈川県 ■Tel.045-641-6998
〒231-0012 横浜市中区相生町6-113 オーク桜木町ビル10階

新潟県 ■Tel.025-245-8981
〒950-0087 新潟市中央区東大通1-3-8 明治安田生命新潟駅前ビル8階

山梨県 ■Tel.055-228-7565
〒400-0031 甲府市丸の内2-30-3 甲府丸の内ビル5階

長野県 ■Tel.0263-35-8132
〒390-0874 松本市大手3-4-5 明治安田生命松本大手ビル7階

富山県 ■Tel.076-433-7352
〒930-0005 富山市新桜町4-28 朝日生命富山ビル4階

石川県 ■Tel.076-231-1945
〒920-0919 金沢市南町6-1 朝日生命金沢ビル2階

福井県 ■Tel.0776-25-0107
〒910-0005 福井市大手3-2-1 福井ビル3階

岐阜県 ■Tel.058-263-7547
〒500-8842 岐阜市金町4-30 明治安田生命岐阜金町ビル7階

静岡県 ■Tel.054-253-5712
〒420-0857 静岡市葵区御幸町5-9 静岡フコク生命ビル7階

愛知県 ■Tel.052-971-5233
〒460-0004 名古屋市中区新栄町1-1 明治安田生命名古屋ビル6階

生命保険相談所一覧
ご相談受付時間 9：00～17：00（土・日曜、祝日を除く） （2020年6月現在）

三重県 ■Tel.059-225-7439
〒514-0009 津市羽所町375 百五・明治安田ビル8階

滋賀県 ■Tel.077-525-6677
〒520-0056 大津市末広町1-1 日本生命大津ビル8階

京都府 ■Tel.075-255-0891
〒600-8492 京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町62 住友生命京都ビル6階

大阪府 ■Tel.06-4708-5132
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-3-10 日生伏見町ビル新館2階

兵庫県 ■Tel.078-332-6269
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル7階

奈良県 ■Tel.0742-26-1851
〒630-8241 奈良市高天町10-1 T.T.ビル2階

和歌山県 ■Tel.073-432-1936
〒640-8157 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル8階

鳥取県 ■Tel.0857-24-3523
〒680-0822 鳥取市今町2-251 日本生命鳥取駅前ビル5階

島根県 ■Tel.0852-24-7229
〒690-0007 松江市御手船場町553-6 松江駅前エストビル6階

岡山県 ■Tel.086-225-6681
〒700-0023 岡山市北区駅前町1-9-15 明治安田生命岡山ビル6階

広島県 ■Tel.082-223-4331
〒730-0011 広島市中区基町11-13 合人社広島紙屋町アネクス2階

山口県 ■Tel.083-223-1476
〒750-0012 下関市観音崎町11-6 朝日生命下関ビル1階

徳島県 ■Tel.088-654-4009
〒770-0841 徳島市八百屋町2-11 ニッセイ徳島ビル10階

香川県 ■Tel.087-821-2659
〒760-0017 高松市番町1-7-5 明治安田生命高松ビル4階

愛媛県 ■Tel.089-946-3583
〒790-0005 松山市花園町1-3 日本生命松山市駅前ビル6階

高知県 ■Tel.088-873-3304
〒780-0870 高知市本町2-2-34 明治安田生命高知ビル8階

福岡 ■Tel.092-715-1875
〒810-0001 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル12階

北九州 ■Tel.093-531-8760
〒802-0003 北九州市小倉北区米町2-1-2 小倉第一生命ビル2階

佐賀県 ■Tel.0952-24-2082
〒840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45 大樹生命佐賀駅前ビル8階

長崎県 ■Tel.095-827-4459
〒850-0032 長崎市興善町2-21 明治安田生命長崎興善町ビル9階

熊本県 ■Tel.096-324-1871
〒860-0803 熊本市中央区新市街11-18 熊本第一生命ビル9階

大分県 ■Tel.097-534-2130
〒870-0035 大分市中央町1-1-5 第一生命大分ビル3階

宮崎県 ■Tel.0985-28-7335
〒880-0806 宮崎市広島1-18-13 第一生命ビル6階

鹿児島県 ■Tel.099-223-6027
〒892-0844 鹿児島市山之口町12-14 太陽生命鹿児島ビル4階

沖縄県 ■Tel.098-862-1771
〒900-0015 那覇市久茂地1-12-12 ニッセイ那覇センタービル4階

東京 ■Tel.03-3286-2648
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階（生命保険協会内）生命保険相談室 ：
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